
出資法人等評価・カルテシート（平成 30年度分） 

１ 出資法人等の概要 

団体名 一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団 

所在地 豊中市玉井町1丁目1番1-501号 所管部局・課 人権政策課 

設立年月日 平成 12 年（2000年）9月 1日 代表者 理事長 横川 亘 
(平成 30年 4月 1日現在) 

基本金・資本金 基本財産 150,000,000円 うち市出資額（率） 150,000,000 円（100％） 

設立目的 男女の自立並びに社会のあらゆる分野への対等な参画を促進する事業を行い、市民 

の主体的な活動を支援することによって、男女が人権を尊重しつつ責任をわかちあい、 

性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に 

寄与することを目的とします 

 

 

２ 役員・職員関係                            各年 4月 1日現在 

 H28 H29 H30 

 市派遣 市 OB  市派遣 市 OB  市派遣 市 OB 

役員 常勤 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

非常勤 7 0 0 7 0 0 5 0 1 

職員 常勤 12 0 0 12 0 0 12 0 0 

非常勤 9 0 0 8 0 0 9 0 0 

役員の平均年間報酬（H29年度、千円）※常勤のみ ＊ 職員の平均年間給与（H29年度、千円）・平均年齢 ※常勤のみ     4,054 千円・48.9歳 

 

 

３ 財務関係 

 

 

損
益
計
算
書 

 金額（千円） 

H27 H28 H29 

総収入 117,201 119,113 125,026 

（うち市受入金） 113,283 115,831 121,807 

総費用 115,634 118,363 124,993 

経常損益 1,567 769 33 

当期損益 1,567 769 ▲11,967 

貸
借
対
照
表 

 金額（千円） 

H27 H28 H29 

資産の部合計 180,261 181,835 184,888 

負債の部合計 9,474 10,278 25,298 

(うち有利子負債) 0 0 0 

純資産 170,787 171,557 159,590 

利益剰余金 20,787 21,557 9,590 

平成 29年度実施分 商法法人以外 



４ 市の財政的関与の状況                         （単位：千円） 

 H27 H28 H29 主な内容、算出根拠等 

フ
ロ
ー 

補助金 0 0 0  

 
事業費 0 0 0  

運営費 0 0 0  

委託料 13,504 7,392 13,274 地方創生推進交付金事業、就職準備パソコン、パソコン職
場実習等 

指定管理委託料 99,779 108,439 108,534  

その他 0 0 0  

計 113,283 115,831 121,808  

ス
ト
ッ
ク 

貸付金残高 0 0 0  

債務保証残高 0 0 0  

損失補償残高 0 0 0  

出資金 150,000 150,000 150,000  

その他 0 0 0  

計 150,000 150,000 150,000  

 

５ 経営の状況 

（１）出資法人等の主な事業 

事業名 事業内容 活動指標 H27 H28 H29 
〔指定管理事業〕 
情報の収集・加工及び発信
事業 

男女共同参画に関わる多岐に 
わたる課題に対し、その解決の
糸口となる情報の提供等に  
より、エンパワーメント支援を
行います。 

情報相談サービス
の件数 

210件 168件 109件 

貸出総数 25,496 
点 

26,869
点 

25,315 
点 

〔指定管理事業〕 
性別に起因する人権の侵害 
及び悩みに関する相談事業 

女性の生き方の総合支援とし
て、電話や面接による相談や、
法律・労働・からだと心と性な
どの専門相談で女性の自立をサ
ポートします。 

相談件数 2,078 
件 

1,771 
件 

1,965 
件 

H29年下期から、男性の様々な悩
みについて、固定的な意識に捉わ
れずに自らの課題に向き合える
よう電話相談で支援します。 

相談件数 － － 19 
件 

〔指定管理事業〕 
市民活動の支援及び交流の 
場の提供事業 

すてっぷ登録団体に対する支援
を中心に、男女共同参画社会 
形成に向けた活動拠点として 
市民活動をサポートします。 
 

すてっぷ登録 
団体数 

26団体 28 団体 26 団体 

助成金事業数 11 本 13 本 14 本 

〔指定管理事業〕 
男女共同参画学習及び啓発 
事業 

誰もが、性別に関わりなく多様
な生き方を選択できる社会を 
めざし、固定的性別役割分業 
意識の解消等に向けた啓発事業
を行います。 
 

講座実施数 
( ｼﾘｰｽﾞや連続 
講座は1本で換算) 

9 本 
(のべ 14 回) 

7 本 
(のべ 16 回) 

7 本 
(のべ 12回) 

参加者数 1,431 人 1,501 人 1,524人 

〔指定管理事業〕 
女性の技術・資格取得及び 
自立支援 

自立や働くことを柱に、就労や 
キャリア形成支援の目的で、 
関係機関等とも連携しながら 
各種講座を実施します。 

講座実施数 
( ｼﾘｰｽﾞや連続 
講座は1本で換算) 

7 本 
(のべ 50 回) 

5 本 
(のべ 18 回) 

6 本 
(のべ27回) 

参加者数 400人 183人 152人 

〔指定管理事業〕 
女性活躍の推進 

女性活躍推進法の施行を受け、 
女性の活躍を柱に立てた講座を 
実施します。 

講座実施数 
( ｼﾘｰｽﾞや連続 
講座は1本で換算) 

－ 3 本 
(のべ 17 回) 

3 本 
(のべ 17 回) 

参加者数 － 146人 96 人 



〔指定管理事業〕 
調査研究事業 

男女共同参画の視点から課題 
解決につなげられるよう、効果
的な事業の実施、内容の充実・
向上を図る目的で実施します。 

－ 女性就労 
の支援事 
業研究会 
1 回実施 

女性就労 
の支援事 
業研究会 
3 回実施 

女性就労
の支援事
業研究会
4回実施、
報告書発
行 

〔指定管理事業〕 
男女共同参画の推進に関する
催し等への施設提供事業 

男女共同参画を推進するための
会議や学習、文化表現などの 
活動、その他各種活動のために 
施設貸出しを行い、市民活動を
側面的に支援します。 
 

貸室使用率 
(楽屋を除く) 

63.0% 62.4% 67.6% 

(男女目的利用) 

68.9% 
(男女目的利用) 

71.3% 
(男女目的利用) 

71.7% 

貸室利用人数 61,783
人 

57,993
人 

59,553
人 

〔自主事業〕 
指定管理事業の補完や自主 
財源確保のために行う男女 
共同参画に関する事業 

情報・講座・相談の各事業に 
おいて、多様な講座や研修事業、 
受託事業等を行っています。 

自主事業本数 2 本 5 本 6 本 

受託事業の講座 
回数等 

1）地域 
人づくり
事業雇用
型：雇用
実人数 6
人(のべ)
講座 6本
32 回 

 
2) 地域 
人づくり
事業非雇
用型：総
受講者
191人 
(のべ) 
講座 7本、
34 回 

 

地方創生 
推進交付
金事業： 
総受講者  
数 303人、 
講座 12本 

3 35回 

地方創生
推進交付
金事業：
総受講者
数 271人、
講座 12本    
50回 

就労準備 
パソコン 
実習 48 
回、パソ 
コン職場 
実習 24 
回 

就労準備 
パソコン 
実習 48 
回、すて
っぷ職場 
実習 24 
回 

就労準備
パソコン
実習 44
回、すて
っぷ職場
実習 24回 

その他 
1 本 

－ 配偶者間
の暴力防
止に関し
ての自主
的な事業 

 

 

（２）財務指標 

指標 視点 内容 H27 H28 H29 

市受入金比率 
市受入金／経常収益×100 

自立性 
 
 

市への財政的依存度を表わします。一般的

に数値が低いほど、財政的に自立性が高い

といえます。 

96.7% 97.23% 97.43% 

人件費比率（％） 
人件費／経常費用×100 

効率性 
 

数値が低いほど財務の弾力性が高いといえ

ます。総支出における相談業務等のマンパ

ワーが業務の中心となる団体については高

くなる傾向にあります。 

62.6% 59.59% 61.08% 

管理費比率（％） 
管理費／経常費用×100 

効率性 コスト体質を表すもので、一般的に数値が低

いほど効率が良いとされます。 14.9% 12.16% 13.65% 



正味財産比率（％） 
正味財産合計／（負債＋正味財産合計）×100 

安全性 負債及び正味財産合計に対する正味財産合計

の割合。自己資本の比率が高いほど資本構成

が良く、経営の安全性が高いといえます。 
94.7% 94.35% 86.32% 

固定比率（％） 
固定資産／正味財産合計×100 

安全性 正味財産合計に対する固定資産の割合。固

定資産を返済不要な正味財産合計でまかな

われているかを表します。100％未満であれ

ば安全性が高いといえます。長期的な経営

の安全性を示しています。 

88.1% 87.78% 94.39% 

流動比率（％） 
流動資産／流動負債×100 

安全性 1 年以内に返済を要する負債に対する 1 年

以内に資金化できる資産の割合。数値が高

いほど支払い能力が高いといえます。100％

を下回る場合は注意が必要です。 

313.8% 303.99% 135.38% 

 

 

（３）その他 

ア 給与体系 

区分 ■独自体系  □市の体系を準用  □その他（              ） 

見直し予定 □予定あり（   年度予定） □なし ■済み（2010年 4月） 

 

イ 情報公開 

公開ツール ■ホームページ（URL：http://toyonaka-step.jp/10_about/designated/） 

□広報紙 ■事務所備え付け ■その他（決算公告を事務所前へ掲示） 

公開内容 ■定款 ■役員名簿 ■事業計画 ■事業報告 □経営計画 ■財務諸表 

 

ウ 指定管理者の状況 

施設名 指定管理期間 備考 

とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 平成 28年度～平成 32 年度 公募による選定 

 

６ 経営上の課題 

●地域における財団の役割と使命遂行のための安定した執行体制づくり 

●ガバナンス強化のための諸規則の見直し及びコンプライアンス向上 

●ＥＳ（従業員満足度）の強化 

●実施事業の効率化及び深化 

●新たな自主財源の確保 

●持続的運営を可能とする人材育成 



７ 経営改革の取り組み（平成 29年度） 

項目 取り組み内容 今後の課題・方向性 

執行体制 円滑な法人運営、安定的な組織構築のた

めに理事会での議論を重ね、役員の入れ替

え等による執行体制の刷新を図りました。 

また、将来を見据え、定款の一部変更に

より、従来は必置となっていた常務理事に

ついて、小さな組織に適合した柔軟な法人

運営も可能となるよう、これを任意事項に

変更する等の見直しを行いました。 

監事監査における事務局対応マニュア

ルを定め、監事による的確でスムーズな理

事の職務執行の監査等、法人に対する監督

機能が向上するよう整備したうえで、監査

を実施しました。 

より堅実で安定的な運営を確保する 

ため、役員等の執行体制の更なる強化、 

職務及び権限や事務局組織等についての

見直し、事務分掌や決裁規則の改定も視野

に、柔軟で機動的な体制構築をめざして 

いきます。また、多様性の受容や信頼関係、

良好な職場環境の構築を基盤とする体制

づくりに努めます。 

さらに、①経験豊富な高年齢者を管理 

監督者として活用することが可能となる

よう嘱託職員制度を新設すること、②法人

規模に合致した機関設計に整えるため、 

役員報酬規定の見直し等も検討します。 

人材の育成・確保 若い世代の積極的な採用、多様な社会人

経験を持つ人材の確保、地域女性の活躍の

場となるパートタイム雇用等を行うこと

で、組織の活性化を図り、柔軟かつ持続的

運営に耐え得る体制構築と土台づくりを

進めてきました。また、各担当業務に特化

した研修も増やしました。 

職員研修を拡充し、公共施設及び専門 

機関の職員としての役割と責任が果たせる

よう資質向上に努めます。また、中長期的

な経営を見据えた観点で、人材育成計画の

検討も行います。 

事業の活性化 指定管理事業を中心に、自主事業や受託
事業にも積極的に取り組み、以下を新規ま
たは拡充することで活性化を図りました。
①若い世代を支援する助成金事業 ②若
年女性や男性対象の相談事業、③シングル
女性に対する取り組み、④ロビーを活用し
た女性起業家支援、 ⑤時代ニーズ合せた
インターネット活用による情報発信 

「第2次豊中市男女共同参画計画・改定版」
や社会情勢の変化等に対応した事業が 
求められており、拠点施設としてその役割
を果たせるよう、各種事業を実施します。 
また、これまで蓄積してきた経験・ノウ

ハウ・ネットワークを基盤とし、多様な 
層の課題に向き合えるよう創意工夫の 
うえに事業を展開していきます。 

施設利用のあり方 ６階とよなか国際交流センターとの施
設相互利用促進が課題となっていること
について、所管課及び同センターとの協議
の場を持つことを働きかけた。今後の相互
利用の方向性や展開に向けて、課題の共有
と方策の提案を行いました。 

利用者にとっての利便性、施設活性化と
いう視点で今後も検討を重ね、それぞれの
指定管理施設において目的推進をもたらす
ことができるような諸提案を行い、施設 
効用の最大化をめざしていきます。 

業務効率化 情報ライブラリー事業では、図書館シス
テムを活用したＩＴ化に取り組み、書庫整
理や除籍作業の大幅な時間短縮を実現し
ました。 
相談事業では、データベース管理を進化

させたことで無駄な作業を削減しました。 
施設提供事業では、ホール利用者との打

合せに関する帳票や機器操作ガイドの刷
新を図り、利用者対応における効率的な仕
組みづくりに努めました。 
また、各種事業の実施報告書様式を改定

し、事務作業量を削減しました。 

定期的な事務作業工程等の見直しを 
図ることが適正かつ効率的な運営につな
がりますので、業務の見える化に努める 
ことを基本に、優先順位の意識化、作業 
マニュアル化を進めていきます。 
また、業務改善は利用者満足にも直結 

しますので、公共施設としての安定的運営
を基盤としながらも、常に利便性や革新性
を高める方向で運営を行い、利用者サービス
の向上に努めます。 

 



 

８ 出資法人等の自己評価 

評価の視点 評価 今後の取り組み方針 

必要性 

・実施事業は、社会状況、

環境変化や市民ニーズに

適合しているか 

 

地域に根差した男女共同参画を推進す
るという法人設立主旨に沿った運営にお
いて、情報提供・講座・相談・調査研究等
の多角的かつ総合的な事業形態に強みが
あり、特に女性に対する就労支援や自立支
援を事業の柱に据えて取り組んでいます。 
未だ性別役割分業を前提とした社会制

度、慣習、意識等が根強く残るなか、単身
世帯の増加、未婚率の上昇、生産年齢人口
の減少、価値観の多様化、情報化、グロー
バル化という状況が交差する現代を見据
えた事業展開が必要となります。 特に、
男女格差等の見えにくい差別や不平等感
の中にある個人の生きにくさの解消が課
題となっていますが、これらに資する取り
組み（例：シングルマザー支援、若年女性
支援）も進めてきました。 
また、女性活躍の推進という観点の起業

支援では、講座終了後もネットワーク形成
が図れる仕組みづくりを構築し、交流会や
ロビーでの出店を通じた活動機会の提供
にも積極的に取り組んできました。 
さらに、諸事業において新たに見えてき

た課題をジェンダーの視点で分析したう
えで事業化する等（例：シングル女性の暮
らしと仕事のニーズ調査事業、ガールズ相
談、男性相談）、常に時代の変化や潜在ニ
ーズ、市の施策動向を的確に捉えた事業展
開を実施してきました。 

諸事業を通じて男女共同参画社会の 
実現につなげる過程では、工夫次第で想定
以上の波及効果が生み出されると実感 
しています。 
しかし近年、男女共同参画推進の障壁は

より複雑化・個別化し、それぞれの中に 
多様な困難や課題が絡み合っており、一層
きめ細やかな支援が求められるように 
なってきています。それゆえ、実施事業の
振り返りやあり方の検討を継続的に行い、
関係機関との情報共有、利用者ニーズの 
把握等による潜在課題の発見に努め、持てる
力を最大限発揮し、地域状況に適合した 
事業展開をめざします。 
また、施設が目的実現のための拠点で 

あることを広く地域社会に向けて発信 
していくことで好循環も生まれますので、
市民との協働事業、各種広報やSNSの活用、
出前講座、地域との連携等の中で、必要な
ところに情報が効果的に届くよう工夫 
していきます。 
さらに、急激な社会情勢の変化にも多面

的に対応できる力が求められますので、 
これまで蓄積してきた経験やノウハウを
基盤としつつ、専門財団としての分析力、
企画力や提案力をさらに磨き、各事業の 
相乗効果を引き出すことで、目的の実現に
近づけるよう努めます。 

効率性 

・人的・物的な経営資源は

有効に活用しているか 

・組織体制、人事給与水準

は適正か 

 

内部には、有資格者や技能者等の多彩か
つ豊富な人材がおり、これまで培ってきた
人脈も最大限に活用しながら運営を行っ
ています。また、部門間の連携や情報共有
にも重点を置き、利用者に多方向からアプ
ローチできる課題解決の場となるよう心
掛けた運営をしています。特に、相談事業
に関しては、府内屈指の専門相談体制とメ
ニューを整えており、高いスキルを持った
相談員を擁してサポートを行い、自己決定
や課題解決に寄与しています。 
組織体制については、短時間正職員制度

を設けることで柔軟な働き方を後押しす
る一方、フルタイム正職員への転換を図る
ケースもある等、職員が意欲を持ってチャ
レンジできる仕組みと独自給与体系を整
備しています。さらに、若い世代の積極的
な採用や人事異動による活性化を図るこ
とで、知識や職能の伝承にも努め、柔軟か
つ永続的な運営に耐え得る体制構築をめ
ざしてきました。 

執行体制の見直しや強化を図り、マネジ
メント力をアップさせること、事務局組織
体制の見直し検討等、より効率的かつ発展
的な運営を実現できるよう検討していき
ます。 
また、引き続き時代変化に合った事業を

実施できるよう、既に参画している各種 
ネットワーク会議内に連携強化を働きかけ、
その情報や資源も有効活用しながら、法人
としての中長期的な経営計画の策定を 
はじめ、指定管理事業、自主事業、受託  
事業等、実施事業の多層化に努めます。 
さらに、職員に対する動機づけにも注力

し、組織の方針や事業の方向性を共有する
ことでベクトルを合わせ、誰もが明確な 
目的意識をもって業務に従事できるような
風土ないし環境を醸成し、もって施設使命
を十分に意識した運営につながるよう 
努めます。 



有効性 

・意図する成果に有効に結

びついているか 

 

 

男女共同参画の裾野を広げるため、豊中
市の男女共同参画施策の重点項目を理解
し、それに準拠する事業を実施してきまし
た。施設においては、新たな利用者層を確
認できる等、明らかな変容も見て取れま
す。 
例えば、若い世代に対する事業への助成

金制度の新設、若年男性グループによる定
期的な施設の目的利用、学生他の自習利用
者の施設循環利用等、拠点施設としての新
たな“あり様”に結び付いたと捉えていま
す。また、女性に対する起業支援では、地
域課題を社会的起業によってサポートし
ようというケースも生まれました。 
このように、多様な分野または世代への

目的理念の浸透が、少しずつでも着実に進
んできていることを実感しています。 
女性労働を取り巻く課題については、就

労継続支援と位置付けた相談事業への相
談者が増加していること等からも、意図し
たねらいに対する成果が現れています。 
また、情報事業においては、府内でも有

数の所蔵数を維持する専門図書室として
北摂地域を牽引する規模を維持し、学術機
関や他の女性関連施設、行政、関連機関か
らの情報相談に対応する等、情報拠点とし
ての役割を十分に果たしてきたことで、結
果として広く地域に存在意義を示す形で
還元できています。 

豊中市における男女共同参画施策実施
の拠点施設の管理運営法人として、多様な
課題について広く事業を行う中において
も、性別を起因とする人権侵害の解消や 
女性労働を取り巻く問題解決という重点
項目を明確にした取り組み方針で運営 
することを堅持します。 
具体的には、利用者ひとり一人のニーズ

に対応できるような細やかなサポート、 
グループ等の市民活動をつなぐコーディ
ネート力を高めていく等、ジェンダーに 
敏感な視点で地域課題を見極め、その解決
につながるよう努めます。 
地域コミュニティとの関わりにおいて

は、いかに効果的に自治会、学校、事業者
等との協働体制を構築できるかを探り 
ながら、更なる裾野の広がりをめざし、 
地域社会の変容につなげていけるよう 
努めます。 
また、講座、相談、情報、施設提供等の

各事業間の連携を意識した運営や、とよなか
国際交流センターとの連携、外部の専門家
や他機関とのネットワーク強化等を通じて、
啓発事業に留まらず、多様性を受容しながら
地域や個々の生活に根差した具体的な 
情報提供や支援ができるよう、男女共同 
参画を進めていきます。 

総合評価 

 

不断の恒常的取り組みのうえに蓄積さ
れた安定的運営という固い基盤は最大の
強みであり、職員の研鑽を背景とした地域
に根差した専門財団として、公正・公平、
安心・安全という公共サービスの基本を確
実に遂行しています。工夫とアイデアを武
器に、施策に則った効果的な事業が提案・
実行できる法人であると考えます。 
また、指定管理施設スペースが半減した

後においても、長年にわたりピーク時の６
割を超える利用人数や高い使用率で推移
している実績からも、地域に定着した頼ら
れる存在の男女共同参画推進センターを
維持してきたところです。 
なお、財務においては、平成 29 年度も

概ね予定通りに予算執行でき、経常増減額
は 33,413円のプラスとなりました。しか
しながら、年度末に経常外費用の和解金損
失が発生したことによって、一般正味財産
の増減額は 11,966,587 円のマイナスとな
りました。なお、指定正味財産に影響を及
ぼすものではありません。 

内外の資源を最大限に有効活用しながら、
社会情勢の変化や市民ニーズの多様化・ 
個別化等に対応した事業展開を図って 
いきます。また、他機関とのネットワーク
形成、市民との協働を軸に、これまで以上
に地域コミュニティとの関わり方等、裾野
を拡大する方策を模索していきます。そして、
人権が尊重され誰もが暮らしやすい地域
社会の構築につながるよう努力していき
ます。 
さらに、安定的経営のうえにこそ成り立つ

各事業であると考えますので、中長期的な
経営戦略を策定し、組織体制の強化や多様
な自主財源の獲得策の検討にも重点的に
取り組んでいきます。 

 



９ 市による評価 

評価の視点 評価内容 課題・方向性 

団体の存在意義 

（必要性） 

・出資目的は薄れていないか 

・市の施策の方向性に適合して

いるか 

とよなか男女共同参画推進財団は、男女

共同参画社会基本法第 1 条の規定に基

づく「男女共同参画社会の形成を総合的

かつ計画的に推進すること」を目的と

し、設立された財団です。同法第 14 条

第 2 号第 3 号には、「当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の 

促進に関する施策についての基本的な 

計画を定めるように努めなければなら

ない」と規定しており、本財団は本市の

「第 2 次男女共同参画計画改定版」「第

2 次 DV 対策基本計画」を十分に理解し、

それに沿った事業を展開しています。 

今年度は、10代～30代の女性が抱えて

いる特有の悩みに対応する電話相談 

「ガールズ相談」や男性が抱えている 

特有の悩みに対応する電話相談「男性の

ための相談」を下期から設置し、市民 

ニーズに対してきめ細やかな事業展開

をする、また、本市の「第 2 次男女共同

参画計画改定版」の重点施策の１つで 

ある「若年層に対する男女平等教育の 

より一層の推進」にひもづく男女平等 

教育啓発教材「To You」の作成にあたり、

多角的な助言や提言をするなど、行政が

培ってきた知識に本財団が持っている

これまでの経験や実績が加わり、さまざま

な視点で本市計画の推進に資すること

ができました。 

以上のことから、本財団は今後も必要な

存在であると考えています。 

 昨年度の評価にも記載しましたが、 

「男女共同参画社会の実現」に向けて、

より一層推進させていくためには、  

行政・本財団のような男女共同参画の 

推進に資する事業者・市民の三身が共感

し、ともに考え、ともに行動していく必要

があります。法令では、「男女共同参画 

社会基本法」や「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律（女性活躍推進

法）」といった理念法が施行されている

ものの、いまだ「社会慣行や固定的性別

役割分担意識」といったさまざまな課題

が解消されていません。これらを一つ一つ

解消していくためには、この三身が一緒

に考えていく必要があります。本財団

は、それらを支援する存在であり、時に

は主となる存在であることから、今後も 

引き続き、本市と連携を図りながら共に

高め合う存在であることを期待します。 

団体の活動領域 

（効率性・有効性） 

・出資法人等を活用するメリッ

トはあるか 

・出資法人等にしかできないこ

とか 

 

とよなか男女共同参画推進財団は、  

各事業別に専門知識を有した職員を 

配置し、より具体的な事業を展開できる

だけでなく、今まで緊密に連携してきた

各団体や市民との強いネットワークを

有していること、また上記記載のとおり、

昨年度に改定及び策定した本市の「第 2次

男女共同参画計画」及び「第 2 次 DV   

対策基本計画」の各施策においても専門

的な観点から提言できること、以上の 

ことから本市における男女共同参画の

推進に重要な一翼を担っています。 

財団の強みの 1 つである各団体や市民

との強いネットワークを生かし、今年度

に新設及び開始した「若い世代支援事業

助成金事業」「ツキイチすてっぷ」「女性

起業家交流会」「若年女性交流会」を  

通じて、見えてきた新たな課題、それに

対する解決策の道筋を構築するなど 

「男女共同参画社会の実現」に向けて、

一歩でも進むことができるよう期待 

します。近年では、いわゆる「性的マイ

ノリティ」への関心がメディア等で顕在

化してきました。それに対する支援に 

ついても、更に強化して欲しいと考えて 

います。 

団体と市との関係性 

（効率性・有効性） 

・事業の成果が市の施策の推進

にどれだけ貢献しているか 

・市の関与は適切か 

 本市では、DV（配偶者等からの暴力）

の防止のため、第 2 次 DV 対策基本計画

に基づき、啓発・研修・緊急時における

被害者の安全の確保、自立支援などに 

取り組み、今年度は「配偶者暴力相談 

支援センター」の機能を設置しました。

これにより、今まで暴力にさらされていた 

被害者自身が「暴力を受けている」と 

 左記の「配偶者暴力相談支援センタ

ー」及び上記の「若年層に対する男女平

等教育のより一層の推進」にひもづく男

女平等教育啓発教材「To You」の啓発や

周知において、行政だけでは限界があり

ます。本財団が持っているネットワーク

を生かし、啓発や周知の一助となってく

れることを期待します。 



いう事実に気がつかず、支援の網から 

漏れていましたが、それを気づかせる 

ことができ、本市の配偶者暴力相談支援

センターへつなげるというセーフティ

ネットの一因として、本財団が実施して

いる上記相談事業が挙げられます。この

ような地道な活動が少しずつ本市の 

施策の推進に大きく貢献していると 

考えており、本市への関与にも適切だと

考えています。 

 なお、昨年度の評価にも記載しました

が、現在、本市からの指定管理委託料と 

受託事業における受託料が主な財源 

ですが、今後も引き続き財団独自の自主

事業の幅を広げ、自主財源の確保及び 

拡充に努めて欲しいと考えています。 

 

総合評価 とよなか男女共同参画推進センターの

第 3期指定管理者として、2 年目が終了

しました。これまでの功績や本年度に 

おける活動については、実効性・連携面  

など十分な機能を果たしていると評価

しています。今後も男女共同参画の実現

に向けて、引き続き協働していきたいと 

考えています。 

昨年度に改定及び策定した本市の「第 2

次男女共同参画計画」「第 2 次 DV 対策 

基本計画」に沿って、人的資源と経済 

資源をうまく運用しながら効率よく 

事業を展開していくことを期待します。 

 


